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公益財団法人日本健康･栄養食品協会 

機能性表示食品広告部会設置運営要項 
 

 

（目的） 

第１条 公益財団法人日本健康･栄養食品協会（以下「当協会」という。）の機能性表示食品広告部

会の設置運営に関し、必要な事項を次のとおり定めるものとする。 

 

（設置） 

第２条 当協会に機能性表示食品広告部会（以下「部会」という。）を置く。 

 

（運営） 

第３条 部会は、当協会の事業運営方針に従い、機能性表示食品の広告表現の適正化と向上を図る

ものとする。 

 

（活動） 

第４条 部会は、機能性表示食品の広告表現の適正化と向上を図り、消費者からの信頼を一層高め

ることを目的とし、次に掲げる活動を行うものとする。 

（１）機能性表示食品の広告宣伝の適正化に関する調査、研究、立案 

（２）機能性表示食品の広告に関する研修会、研究会の開催 

（３）別に定める機能性表示食品広告審査会（以下「審査会」という。）への協力 

（４）その他部会の目的達成に必要な活動 

 

（部会の構成員及び委嘱等） 

第５条 部会に属する構成員（以下「部会員」という。）は、当協会の会員企業又は団体に属する

者のうち、機能性表示食品の広告に係る事項に関する専門知識、実務経験等を持つとともに、

各種調査、研究、立案等の実務作業を遂行可能な者の中から募集するものとし、参加を希望す

る場合は、所定の参加申込書を事務局に提出するものとする。 

２ 部会員は、理事長が委嘱し、任期は原則として委嘱の日から同日の属する年度の末日までと

する。ただし、交代における任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 部会員が退職、異動等やむを得ない理由により、部会に参加できなくなった場合は、部会長及

び事務局の承認を得て、その部会員と同じ企業又は団体に属する者と交代することができる。 

 

（部会長等） 

第６条 部会には次の部会長等を置くものとする。 

（１）部会長  １名 

（２）副部会長  ２名以内 

 

（部会長等の選任と委嘱） 

第７条 部会長は、事務局の推薦を受けた部会員の中から部会の決議によって選任し、理事長が

委嘱する。副部会長は、部会員の中から部会長が選任し、理事長が委嘱する。 

 

（部会長等の任期） 

第８条 部会長等の任期は、原則として委嘱の日から同日の属する年度の末日までとする。ただ

し、再任を妨げない。 

２ 任期の満了前に部会長等に欠員を生じたときは、前条に準ずるものとする。ただし、交代に

おける任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。 

 

（部会長等の責務） 

第９条 部会長は、迅速かつ能率的に会議を運営することに努めなければならない。 



2 

２ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は欠けたるときは、その責務を代

行する。 

３ 部会員は、会議に積極的に参画するとともに、円滑な議事運営に協力しなければならない。 

 

（幹事会の設置） 

第１０条 部会の活動及び円滑な運営を図るための機関として、部会に幹事会を設置することが

できる。 

２ 幹事会は、１０名程度をもって組織し、部会長が部会員の中から推薦し事務局の同意を得た

者とする。 

 

（幹事会の活動） 

第１１条 幹事会は機能性表示食品の広告表現の適正化と向上を図るため、次に掲げる活動を行う

ものとする。 

（１）審査会における審査素材の検討 

（２）部会の活動に関する事項のうち緊急を要する問題の検討 

（３）広告宣伝に関しての監督官庁との連絡、調整 

（４）その他審査会の目的達成に必要な活動 

 

（会議等） 

第１２条 部会長は、部会の会議を招集し、その議長となる。 

２ 部会長は、必要に応じて、事務局の同意を得て機能性表示食品の広告表現の適正化と向上を

図る上で識見を有する者を会議等に招致することができる。 

３ 部会は、機能性表示食品に関する情報の共有を図るために、必要に応じて、事務局の同意を

得て他の部会等と合同で会議を開催することができる。 

 

（代理者の出席） 

第１３条 会議に部会員がやむを得ない理由により出席できない場合には、議長又は事務局の同

意を得て、代理者を出席させることができる。 

 

（合議） 

第１４条 会議等において決議を必要とする場合は、出席した議長及び部会員の合議をもって行

うものとする。 

２ 合議する内容については、事前に議長及び事務局が協議するものとする。 

 

（議事録）  

第１５条 会議等の議事については、次の事項を記載した議事録を部会員が作成し、事務局が保

管するものとする。  

（１）会議の開催日時及び開催場所  

（２）出席した議長及び部会員の氏名  

（３）議題及び議事要旨 

 

（旅費等） 

第１６条 会議等に係る部会員の旅費交通費等は、部会員が負担するものとする。 

 

（事務局） 

第１７条 部会等の事務局は、当協会の機能性食品部に置く。 

２ 事務局は、運営に関する事務手続き等を掌理するものとする。 

 

（雑則） 

第１８条 この要項は、部会長及び事務局が協議し、理事長が定める。 
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（改廃） 

第１９条 この要項の改廃は、部会長及び事務局が協議し、理事長の承認を経て行う。 

 

 

 

 

附 則 

この要項は、平成２９年７月１日から施行する。 


